
付属設備を使用する場合の使用料 （単位：円）

単位 使用料 単位 使用料
所作台 1式 8,100 1式 10,100
鳥屋囲 1式 1,010 1式 20,300
松羽目 1式 1,010 1式 30,500
竹羽目 1式 1,520 1式 40,500
屏風 1双 1,520 1式 2,030
振り落とし装置 1式 200 1式 5,050
雪かご 1台 200 1台 200
緋毛せん 1枚 100 1台 250
地がすり 1式 1,010 1台 300
舞台用座布団 1枚 50 1台 3,050
長座布団 1枚 150 1台 1,520
効果用幕 1枚 1,010 1列 400
舞台床シート 1枚 500 1列 810
音響反射板 1式 3,050 1台 100
平台(足台付） 1台 200 1台 400
山台 1式 3,050 1台 400
指揮者台 1台 200 1式 710
指揮者譜面台 1台 100 1台 200
めくり台 1台 100 1台 10,100
国旗・市旗 1式 100 1台 5,050
演台(脇台・花台含む) 1式 400 1台 1,520
小ホール演台（花台含む） 1式 200 1台 1,010
司会台 1台 100 1台 500
マイク 1本 300 1台 200
３点吊マイク 1式 1,010 1台 500
ワイヤレスマイク 1本 610 1台 1,010
移動型スピーカー 1台 500 その他 1式 1,010
移動型音響システム 1式 1,520
効果用マシン 1式 500 使用料
DAT 1台 400 大ホール 2,540
MDプレーヤー 1台 400 小ホール 1,010
エレベーターマイク 1式 710 楽屋（1室につき） 100
オープンテープレコーダー 1台 1,010 リハーサル室 100
カセットテープレコーダー 1台 200 控室 100
レコードプレーヤー 1台 500 展示室 100
CDプレーヤー 1台 200 大会議室(部分使用を含む) 100
セレスホール拡声装置 1式 3,050 中会議室(部分使用を含む) 100
小ホール拡声装置 1式 1,010 小会議室 100

和室(部分使用を含む) 100
※使用料の額は、使用1回（午前9時から午後0時30分まで、午後1時から午後5時まで、または午後5時30分から午後10時まで）についてのものとする。
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